
安心と希望の介護ビジョン（第5回）議事次第  

日時：平成20年10月31日（金）  

10：00／、12：00   

於：厚生労働省省議室（9階）  

議 題  

安心と希望の介護ビジョンについて  

［配付資料］  

資料1 古川委員 提出資料  

資料2 堀田委員 提出資料  

資料3 参考人・委員からの主な意見   
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】認知症ケアの確立と  
していく課題 1－  そ今後検   
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モチベーションを維持・高め  

み（制度）づくり  

◆「介護従事者」  

1．給与水準のUP  

・⇒職員へ還元できる報酬単価の設定  

2．介護の専門性の確立と向上   
⇒ 介護の専門性の明確化  

社会的評価の向」ヒ  

3．教育内容の強化  
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◆組織（事業所）  

1．事業所努力に対して評価制度の導入  
⇒ 多様化しているニーズに対応するためのプログラ   

ム構築や人材確保等の努力は、制度では評価され  
ない  

⇒ 現状の「そこまでやらなくても、大変だから」から   
「やってみよう！」と思える組織づくり  

2．やりがし、をもてる勤務環境づくり  
⇒ 人事考課制度やキャリアパスの導入  

3．職員が定着する魅力ある職場づくり  
⇒「マネージメント能力」のある職員の養成と配置   

（報酬にて促進）  
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介護の中でもっとも難しく、答えの見えないのが認知症のケア。  
戸惑い、不安な中で介護していると、高齢者も職員もストレスが  
たまり、追い込まれていく。  

1．認知症のケアの標準化■体系化が図れないのか？  
（参考資料参照）  

2．標準化したものを実践的に学べる教育研修システム   
（P6へ）  

うしても医師（医療）は、介  
職の医療的知識不足もあ  
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護職にとって  
辻  

⇒お互いの立場を理解する仕組みづくり  

護モデルの確立および共  レと介芸  

濃職の  

4．認知症ケアにおける医療キデ                                                                                                      ▲   ノ  

共通  道々三iテルの構築（医師と  
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1．「国」が確立した認知症の標準サービスのモデル施   
設を設立（認定施設）  

⇒「こういう形を求めている」という基礎となるモデル施   

設を作り、サービスのあり方、考え方を普及  
⇒実践的に学べる教育の場とし、モデル施設に対し  
教育指導できる職員配置の補助を行う  

2．地域での支えあいモデルの構築（訪問介護・訪問   
看護一適所介護・短期入所生活介護tかかりつけ医・   
小規模多機能ザループホーム相互の連携）  
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認知症高齢者介護マニュアルチャート  
注†⊂＝＝l【壬戸綿暮である。   

巷h㊥区別まおおよモの目安であ竜。   
嘉♯繊細暮については劉七丁る．  参考資料  

第芝期後半  第3期  第2瑚前半  前巌期  

● 
●  

‥ 
■ 

・・ 

一運曲鞄作t：入謁   

．なってくる。  

激痛悪、簑恥心   け ・があればÅ毒で  

入籍免停に介馳巻課 すも。  介助があればÅ着できるが、■書かけちれただ  
けでは入潜動作ができ奄い。  

時々、いつ入電したかをを忘  

れるi  

入電嶋摘へは政明があれば  
行ける。  

講鶉や声か  時々、いつ入着した  
かを忘れる－  

入浴嶋所へ牒儲傾  
があれ甘行け説  

入満すもこと飼体が甘  
からなくなる≧  膿脱衣や入海勤惰が輸Lくなも。  入滴に関する  

動作二lが撫Lく  

人語絶菅  
近時記憧陣書が出 現すも。．  紀脚零、見当淡陣書。  

入道鹿妻  
見ら撫陣書、恐怖悉．麓恥むさ  

見当旗醜甘、  
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日的持った市勤書      目的を忘れて  い  る帯t匝†日  
讃痩がで書な  ！削＝なり、魚介働が必  

奄サ      いことが熟も  立つ傷  書体的な行葡陣書が出礪する鐘  賽となるヰ  

行  近輝妃傭膚囁廿應 現する。         鮫憺薄青や見当濃膚礪Ⅵ■． 桁ヰ  由兜㈹に行勲できな  
い。  

収集■  礫乳割ホカ能下による不安感、恐怖感、スト レス 
両  、介攫書の不蒼切な擬わり．  

勤  
ら   

天体■。  確認、不安－  相手め行動が理解、判断できないことによる不  
安藤、恐怖感、ま組む。  

l  

位 俣 や   
うかの¶断ができないた償上板儒  

を目的としたA  

l  緑管掌糞、線素一群溝、  
糟ヰめ予防および処  

■、腎■カテーテル管  機艶由撞   利用響の持つ環住銀に対応する机簾時生虚め危機を持つ利桐需の扶増龍ぬ報臥什t交換のためにホに壬棟生活介勒や間練生舌介臥   
朝練市島   汚職【一書鵬逢介軌も行う．  瑠など。  

・だ慣血鞘を知  ・お壮讐せな弁償に荘   ・こ■苓的生活含介助と  
る  しない  ・人に対する見当汁琶・録持する．  暮すも．  すも。  

を  ・聴覚情事郎＝濱∬情報も加えを■きか汁告ナる。  ・薄暮¢受容につい  ・人間としての、書轟音  
介  を知る。  う  て」巴匪に，■書かける   僚つ。   

撞  ・不安由書躾を鋼管     る。  ・亀有塵悉は、その人．瓜持つパターンヘ験導する。  碑縄が利失する傷  ・そ由人らしさを曇顎し   

に  する【．  見   ・全介助となるが、抽   ている介dをする。   

お  ・不やの陰毛をサ     る。  ・人櫓だ既に対して備ぇる．  心へ愈十分な書王慮上   ・＃にバイタルサイン  

け  一卜する  丘する。 ・抒   d貪利用書め震囁であ軋幕空 で増嘱しやす      しつかりと静  かけ   をチエツウしておく．  
欄足餉介入  た介助者すも．  ・定期的な件軽震襖を   

る  マにする  
毛  

をす奄。  ●ポジティプな感情が衰出でき竜環境車塾離すも。  ナる．  

・■体鐘状を確隠す  ●不隠佃嘉す愚i  ・ターミナルケアにつ  

本  る．  ●いつも明るく、菓屯を提供すもことが仕事である。  いても念書にお｛。  

●利用蕎にとって心地よい書体的・心環梱れ合い舌擾  
供する．  
◆知■で教え込む方法を薫止する。   

王■■lナよ  

頑  

約 な 爾 丑 事  

●安定した環境を書●する ◆勲作成‘酢ニ■をかけて事 る。  
●漸裁から■をかけること  
ぴつく恐怖感へぬ爾傭）。   日総研出版  



「安心と希望の介護ビジョン」会議  

安心できる介護サービス提供体制（ひと）の確立に向けて  

東京大学社会科学研究所 堀田聡子  

介護サービス提供体制（ひと）の現状と課題：利用者・地域視点と提供者の安心  1．   

介護人材養成数、介護職数の伸びの鈍化、有資格者の潜在化のなかで、介護職に対する  

需要は増加の見込み  

有効求人倍率の上昇、離職率の上昇、事業者における介護職不足感の広がり：  

＞ 全体として介護職が安心して働き続けられる環境を整えることが、事業者による安  

定的なサービス提供（安心）、利用者が安心して介護を受けられる体制の充実につ  

ながる。  

＞ 現在の介護職の定着・育成、生産性の向上に加え、広く介護に携わる人の裾野を広  

げることが求められる。  

働きがいを理由に入職した介護職が、待遇や自分・家庭の事情、職場の人間関係、経営  

理念や運営のあり方などにより、あるいはやりがいを見失って離職せざるを得ない状況  

「利用者・入居者の笑顔」「自分自身の仕事をつうじた成長」「他職種と連携しながら利  

用者・入居者とともに、その理解のなかでケアを高めていける」ことなどが介護職の働  

きがい：  

＞ 働きがいを提供しつづけられれば防げる離職が少なくない。介護職の働きがいの内  

容を考慮すれば、「継続的なサービスの革新・向上」が鍵となる。  

地域、法人種、事業所開設時期、事業所数、法人の事業展開、雇用管理のあり方などに  

よる離職率のばらつき・二極化、サービスの質のばらつき：  

＞ 詳細にみると地域の状況（介護事業市場、労働市場、介護労働市場など）、事業者  

の経営・事業戦略（理念・運営・サービスのあり方など）、雇用管理の状況などが、   

介護職及び利用者の満足度を左右しており、地域レベルで両者の安心感を高められ  

るモデルを構築する必要がある。  
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2．   対策と検討の方向性  

（1）介護職の基礎的な労働環境を整備する   

単身者は単身でも、既婚者は世帯として生計を支えていける可能性を担保する（介護報   

酬の水準、事業者の経営・事業戦略、雇用管理）   

心身負担感を軽減する  

（2）いま介護の仕事に就いている人が活躍しやすくする   

結婚・妊娠・出産などと仕事の両立を支援する   

働き方に中立的な税制・年金制度として就業調整の必要性をなくして、短時間労働者の   

労働時間をのばす   

引退年齢を遅らせる   

適切な人が適切な場で働けるようにする   

地域での能力開発機会を充実させる  

（3）もっと多くの人が広く介護に携わりやすくする   

要介護者の家族…仕事を持つ人が介護しやすくする（介護休業にかかわるさらなる検   

討）、家族介護者に対する現金給付のオプションなど   

地域におけるインフォーマルケア…高齢者自身の参加を促すまちづくり、キーマンの発   

掘、ネットワークなど  

（4）継続的にサービスを革新する～介護職の働きがいを高める   

介護現場（経営者・現場管理職・介護職）と利用者が介護サービスモデルと具体的なサ   

ービスを検証し、ともに高めていけるようにする（求められる要件、仕掛けの検討）‥・   

アセスメント手法、介護手法、サービス提供時間、サービス提供体制（介護・医療の連   

携）、革新型サービス  

（5）地域レベルでモデルを構築する～CareInnovationPlatform？   

高齢者の暮らし（住まい・食事・見守り・介護・医療・看取り）、介護サービスモデル   

とその革新、多様な介護の担い手の組み合わせ、経営・事業戦略、雇用管理  
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参考人・委」邑からの主な意見  

※ 参考人・委員の発言・資料を元に、事務局の責任においてとりまとめたものである。  

1．地域での生活を支えるための仕組みづくり  

施設サービスはサービスを効率的に提供するこ七はできるが、利用者自身の生活は地域社会に  

置いてくることになる。それを改善するためには、同一の建物の中で完結するという発想ではな  

く、同一の地域社会の中で完結するという発想に転換することが必要。その際、通常の在宅サー  

ビスでは出来高払いとなり、自己負担が高額になってしまうので、小規模多機能型居宅介護とい  

う定額サービスを活用していくことが考えられる。   

在宅ケアの原則は、24時間介護が続くことと食事を食べること。それを可能にするためには、  

定額制にしないと、自己負担が高くなりすぎて使えない。   

医療・看護・介護の事業所を－ケ所に集約するセンター方式をとることにより、情報も共有す  

ることが可能になり、24時間の安心を提供することが可能になるのではないか。   

24時間体制で正確な情報提供t不安の受入れ・緊急時出動■預かりなどの「サポート実践」が  

なされる体制の確保が必要。   

在宅介護の場合には、希望するときに訪問介護や訪問看護を受けることができる仕組みが必要。  

① 「いつでも」「どこでも」   

介護サービスを受けること   

ができる環境整備  

「医学モデル」から「統合モデル」へと転換し、不自由なことを補うだけの「補う介護」から、  

「よくし助ける介護」へと発展させていくことが必要。その上で、「よくし助ける介護」と「治し  

支える医療」との連携が重要。   

生活不活発病（廃用症候群）を予防・改善していくためには、生活の活発化が必要。そのため  

には、生活動作の量的増加だけではなく、質的向上も重要。  

「緩和ケア」というのは、医療でもあり、看護でもあり、介護でもあり、福祉でもあり、そう  

② 医療と介護の連携強化  

ー1－   



いう多職種によって行われる人生支援のケアである。人生とは生活の連続性であるので、生活支  

援のケアということになj5。   

医療職だけでは患者を支えることができない。ホスピスの看護師は、看護の仕事もしているが、  

ほとんどは食事の介助、入浴の介助、排泄の介助などの介護。在宅でも同じことであり、適切な  

介護がなければ人は尊厳を持って生きることができない。   

医師は介護職にとって敷居が高く、同等に話すことが難しいので、お互いの立場を理解する仕  

組みづくりが必要。   

介護現場で医療行為を円滑に実施できるような制度枠組みの改善が必要。  

BPSD（認知症の行動と心理症状）において、医療と介護は切り離せない。そのためには、  

医療と介護の両方への介入ができる認知症対応型ケアマネジャーを育成すること等が考えられ  

る。   

BPSDを理由に施設から退所させようとする事案に対しては、地域包括支援センターや行政  

による緊急支援を実施するとともに、そのような施設に対してはペナルティを課す一方で、適切  

な対応をとる施設に対しては、負担増に応じた評価を行うなどの対応が考えられる。   

BPSDに関する地域住民への啓発が必要。   

地域包括支援センターの－つをBPSD緊急ケア対応型にするなど、BPSDに関する地域の  

セーフティネットづくりが必要。   

認知症高齢者の受け皿を計画的に増加させていくことが必要。   

認知症ケアの標準化・体系化を図り、標準化した手法を実践的に学べる教育研修システムを構  

築していくことが必要。   

認知症ケアにおいても、医療と介護の連携が重要。   

介護保険の理念である「自立支援」と「成年後見制度」は車の両輪であるにもかかわらず、成  

年後見制度の普及は道半ば。成年後見制度の積極的活用を促していくことが必要。  

③ 認知症高齢者を地域で支   

えるための取組  
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喫緊の課題は、大都市郊外部での介護環境の構築。大都市郊外部の住宅地は、丘の上や台地の  

上など不便であることが多いため、余裕のあるうちに生活に便利な所へ引っ越すことに高齢者住  

宅の意義がある。   

高齢者住宅とは、高齢者が自ら居住の場を決定し、自らの持てる力を最大限発揮して生活する  

場であって、以前の生活と連続して繋がっていることが必要。   

高齢化住宅の定型化も喫緊の課題。引退期（男性65～75歳程度）後期で夫婦揃っていると  

きは、プライバシーが守られて介護サービスも利用できるアパートメント型の「シニアリ＼イツ」、  

老後期（女性75～85歳程度）で女性が一人になったときは、おばあちやん達が仲良く住む「シ  

ニア・リビング」、最後の受け皿としては介護施設や医療施設のような「シニア・ホーム」。この  

三種類を揃えることにより、居住の連続性が保障されるのではないか。   

在宅ケアを進めていくためには、受け皿となる住宅整備が必要。   

高齢者の早めの住み替えは、介護者の介護力や家族力、高齢者の身体状況、生活財力、地域力  

等で異なるが、今後の高齢者増加と重度化を想定した場合、特養は、介護・看護・住居・食事・  

見守りを統合した一体的生活支援施設として重要。  

④ 地域の特性に応じた住ま   

いの在り方、介護サービス   

の効果的な整備の在り方  

PT（理学療法士）・CIT（作業療法士）・ST（言語聴覚士）による訪問リハサービスの基盤  

整備が遅れているため、質量共に拡充を図ることが必要。訪問リハと訪問看護の違いが理解しに  

くいので、各拠点を「訪問リハステーション」として仕組みを統一してはどうか。その際、訪問  

リハ指示書の提出の義務付けなど、在宅主治医との連携強化を図る仕組みが必要。   

また、リハ提供拠点を整備する観点からは、有床診療所等を活用し、在宅主治医への適切なリ  

ハ的支援、外来リハ・通所リハ・訪問リハの提供等を行う「在宅t」ハセンター」の普及も必要。  

リハ前置主義を徹底する観点から、新たな疾患ではない原因で、機能やAD」が急速に低下し  

た場合は、他の介護サービスに優先して短期集中的なリハを実施可能とすべきではないか。   

慢性期のリハを十分に評価することが必要。  

⑤リハビリテーションの積   

極的評価・活用  
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人材確保の努力やマネジメント能力のある職員の養成等を行っている事業所に対する評価制度  

を導入してはどうか。  

現在の介護職の定着・育成、生産性の向上に加え、広く介護に携わる人の裾野を広げることが  

① 介護従事者の確保を図る              求められる。  

ための方策   介護需要の増加に見合うだけの介護従事者の確保を図るためには、基本的には、介護報酬の引  

き上げが必要。  

今後働き手が減少していく中では、介護従事者の有効的活用や介護の質を考慮した上で、人材  

の費用対効果の観点からサービス体系を検討することが急務。  

適切な介護ができる優秀な人材が介護の要であり、そのためには、介護従事者の処遇改善が必  

要。  

介護従事者の給与水準を上昇させることができるだけの報酬単価を設定することが必要。また、  
②介護従事者の処遇改善、  

介護の専門性の明確化、社会的評価の向上に向けた取組も必要。  

誇りを持って働けるような                   働きがいを提供し続けられれば防げる離職は少なくない。  
環境整備  

単身者は単身でも、既婚者は世帯として生計を支えていける可能性を担保していくことが必要。  

介護現場と利用者が介護サービスモデルと具体的なサービスを検証し、ともに高めていけるよ  

うにすることが必要。  

③ EPAで入国する外国人  介護従事者の不足を外国人で補うことは不可能。ただし、EPAに基づいて来日した方々の環  

介護従事者が誇りを持って  境準備はきちんとすべきである。  

働けるような環境整備   介護現場の実態を鑑みれば、外国人介護従事者の受入れは必要。   
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3．地域力の向上  

医療保険や介護保険では、自立支援・生活支援は十分賄うことができない。そのためには、ボ  

ランティアとの協働が欠かせない。   

介護サービス事業者は、利用者の満足度を高めていくということはもとより、地域社会の満足  

度も高めていくという社会的使命も負っているのではないか。   

インフォーマルサービスが脆弱であるから、公的サービスが必要範囲を超えて提供することに  

なる。例えば、高齢者世帯のゴミ出し、電球の取り替え等は地域コミュニティで解決すべき問題  

であり、インフォーマルサービスへの支援が効率的ではないか。そのためには、拠点の整備、コ  

ーディネーター支援等が重要。   

地域コミュニティの再生や支援が地域力を高める。「自助・公助」から「自助■共助・公助」へ  

のシフトが重要。   

地域におけるインフォーーマルケアを充実し、高齢者自身の参加を促す街づくり、キーマンの発  

掘、ネットワークの構築などが重要。   

老後の安心を支えていくためには、家族、地域住民、関係職種・機関の連携が重要であるが、  

介護負担が－ケ所に集中することのない制度設計が必要。  

① 地域全体で高齢者を支え   

ていくための環境整備  

地域包括支援センターの一つをBPSD緊急ケア対応型にするなど、BPSDに関する地域の  

セーフティネットづくりが必要。   

今後増加する認知症高齢者を地域で支えていくためには、成年後見制度の社会化が必要。その  

ためには、その中心となるべき地域包括支援センターの機能強化が必要。  

② 地域包括支援センターの   

機能強化  

－5－   



鮮  

国や自治体は、小規模多機能型居宅介護など、制度のPRをもっとしてほしい。   

いかに生きるかよりも、いかに生を終えるかが重要な課題。看取りの介護というものを介護の  

中に位置付けていくことが必要。   

認知症プロジェクトと同様、転倒予防プロジェクトや脳梗塞予防プロジェクトを実施すること  

が必要。   

寝たきり高齢者数の需要変化と受け皿を検討・公表していくことが必要。   

慢性期医療・介護について、医師への教育体制を改善していくことが必要。  

4．その他  
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介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策   

平成21年度の介護報酬改定（プラス3．0％）により介  
護従事者の処遇改善を図ることとしつつ、それに伴う介護  
保険料の急激な上昇を抑制等。  

（内容）  

○ 介護従事者の処遇の向上を図るため、プラス3．0％の介護   

報酬改定を実施。  

○ このプラス3．0％の介護報酬改定に伴う保険料の上昇を段   

階的に抑制する措置を講じることとし、  

21針 改定lこよる上昇分の全額  

22年度   改定lこよる上昇分の半額   

について、被保険者の負担を国費により軽減。  

・65才以上の者（第1号被保険者）の保険料分については、市町村に基金を設置。  

・40～・64才の者（第2号被保険者）の保険料分については、保険者団体等に交付し、  

同様の措置を講じる。  

（所要額）  1，200億円程度  

（保険料上昇抑制のイメージ）  

現 

L l■  

特別対策に伴う  

保険料（月額平均）  

の変動   

在
の
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